
 

令和５年度 第２回山形市救急救命業務検証会議 次第 

 

 

                     日時：令和６年３月２６日（火） 

                        午後１時３０分から午後３時 

場所：山形市西消防署多目的ホール 

進行：通信指令課総括主幹 

 

 

１ 開会 

 

２ 市長あいさつ 

 

３ 出席者紹介 

 

４ 座長選出 

 

５ 検証 

⑴ 映像通報システム（Live119）について（通信指令課）・・・・・・・会議資料１ 

⑵ 応急手当普及啓発推進事業の新たな取り組みと今後の展望について 

                  （救急救命課）・・・・・・・ 会議資料２ 

 

６ 情報提供 

救急医療情報共有システムの導入について（救急救命課）・・・・・ 会議資料３ 

 

７ 次回の会議等について 

 

８ 閉会 

 

 

 

                           



 

山形市救急救命業務検証会議 

 

１ 会議構成員 

 (五十音順 敬称略) 

                             

 

２ 山形市 

・市長                     佐藤 孝弘 

・消防長                    鈴木 強志 

・通信指令課長                 渡邉 準市 

・救急救命課長                  武田 聡 

・通信指令課総括主幹              高瀬 治 

・通信指令課長補佐               高橋 靖幸 

・救急救命課長補佐                西村 将輝 

 

 

 

 氏名 所属等 分野 出欠 

1 金谷
か な や

 透
とおる

 山形市医師会 会長 
医療関係者 

(救急救命に精通) 
欠席 

2 後藤
ご と う

 道子
み ち こ

 山形県看護協会 常任理事 医療関係者 出席 

3 橘
たちばな

 拓
ひらく

 山形新聞社 総務編集兼報道部長 報道関係者 欠席 

4 野口
の ぐ ち

 比呂
ひ ろ

美
み

 やまがた育児サークルランド 代表 市民代表 出席 

5 廣部
ひ ろ べ

 公子
き み こ

 元山形市女性団体連絡協議会 副会長 
市民代表 

あり方検討会委員 
出席 

6 藤澤
ふじさわ

 睦夫
む つ お

 山形市老人クラブ連合会 会長 市民代表 出席 

7 細谷
ほ そ や

 真紀子
ま き こ

 応急手当指導員 市民代表 出席 

8 三浦
み う ら

 秀
ひで

隆
たか

 仙台市消防局 警防部 指令課長 
消防関係者 

(通信指令に精通) 
欠席 

9 森野
も り の

 一
かず

真
ま

 山形県立河北病院 病院長 

医療関係者 

(救急救命に精通) 

あり方検討会委員 

出席 

10 渡辺
わたなべ

 英一
えいいち

 山形市自主防災組織連絡協議会 会長 市民代表 出席 
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応急手当普及啓発推進事業の新たな取り組みと今後の展望について 

（救急救命課） 

 

１ 背景 

当本部における応急手当普及啓発推進事業については、一人でも多くの市民が、応急手

当の知識を得ることで、救命効果のより一層の向上を図り、より安心安全な社会の構築に

繋げることを目的として、年間を通じて各種応急手当講習会を開催している。 

 

２ 現状 

  令和 5 年は、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の取扱いが 5 類に引き下げられ、

応急手当講習受講者の人数制限を撤廃したこと等を受け、総受講者数は前年比＋92.1％、

2,023人増加の 4,218人となった。 

 

 ⑴ 救命入門コース受講者数の推移（過去 6年） 

 

⑵ 普通救命講習Ⅰ受講者数の推移（過去 6年） 

 

 

会議資料２ 
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３ 課題解決への新たな取り組み 

 ⑴ 講習会受講機会の増加 

  令和 5年度より、年 12回開催していた普通救命講習Ⅰについて、開催回数を 2倍に増や

し、年 24回開催することとした。 

 

⑵ 広報の強化 

応急手当講習会の広報強化を目的に、受講者ターゲットを明確にして、伝わりやすくイ

ンパクトのある広報チラシ(図 1)の作成を行い、令和 5年 12月から市役所の各部局を通じ

て関係団体への積極的な広報活動を開始した（図 2）。 

 

 

広報チラシ（図 1） 

 

 

各部局 想定受講者 各部局 想定受講者 

ごみ減量推進課 山形環境保全協同組合 企画調整課 市内交通事業者 

公園緑地課 都市振興公社 広報課 
コミュニティセンター 

利用者 

教育総務課 各校技能技師 指導監査課 市内福祉施設 

学校教育課 小中学校生徒、教職員 こども未来課 市立保育園 

社会教育青少年課 公民館利用者 保育育成課 市内私立保育園等 

農政課 山形農業協同組合 スポーツ課 
市スポ協、市スポーツ少年

団指導者 

産業政策課 産業団地内企業 
山形商業高等学校

事務局 
教職員、生徒 

観光戦略課 市内観光業界 
地方卸売市場管理

事務所 
場内業者 

文化振興課 市内文化施設 上下水道部 職員研修 

応急手当講習会広報を依頼した市役所各部局と想定される受講申込者（図 2） 
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⑶ 心肺蘇生訓練用資器材の整備 

受講者 1 人当たりに訓練用資器材を１個配分することを目的に、心肺蘇生トレーニング

簡易キット（以下、あっぱくんライト）を 80個導入した（図 3）。これに伴い、これまで開

催していた応急手当講習会のうち「救命入門コース」については、蘇生訓練人形を複数人

で使用する従来の方式から、受講者 1 人につき 1 個のあっぱくんライトを使用する方式に

変更し、令和 6年 1月から運用を開始した（図 4）。 

 

    

心肺蘇生トレーニング簡易キット（あっぱくんライト）（図 3） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     あっぱくんライト導入後の応急手当講習会開催方式の比較（図 4） 

 

 

実技 

受講者待機・見学場所 

従来 

実技 

指導者 

指導者 

訓練人形 

訓練人形 

実技 

あっぱくんライト導入後 

指導者 

あっぱくん 

実技 

実技 実技 実技 実技 

実技 実技 実技 実技 
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⑷ 独自に実施する応急手当講習会の提供 

子どもの頃から応急手当の必要性を根付かせることを目的として、令和 6年 1月 14日

に市内小学校 5，6年生の児童を対象とした「ジュニア救命講習会」を初開催した（図 5）。 

また、本講習会では、参加児童が楽しみながら充分な体験を出来るように、前述した

あっぱくんライトと専用のＤＶＤ教材を使用した。 

  

 

 

あっぱくんライトを使用したジュニア救命講習会の様子（図 5） 



5 

４ 新たな取り組みの効果と今後の展望 

⑴ 講習会受講者数の増加 

一般公募の応急手当講習会（普通救命講習Ⅰ）の開催回数を増やしたことで、受講者数

は前年度比で約 45.6％増加した（図 6）。 

一方で、今回は、普通救命講習Ⅰ（成人に対する心肺蘇生法やＡＥＤの使い方を学ぶ）

の開催回数のみを増やしたが、受講回数を増やしていない普通救命講習Ⅲ（乳児、小児に

対する心肺蘇生法やＡＥＤの使い方を学ぶ）の受講者数の増加が顕著であったことから、

今後は、市民のニーズをより的確に判断して開催する講習種別の調整を図っていく。 

 

 普通救命講習Ⅰ 
（成人の心肺蘇生法） 

普通救命講習Ⅲ 
（乳児・小児の心肺蘇生法） 

令和 4 年 
回数 １０ ６ 

人数 ２０８ ６３ 

令和 5 年 
回数 ２２ ７ 

人数 ３０３ １１１ 

前年比 
回数 １２ １ 

人数 ９５（＋４５．６％） ４８（＋７６．１％） 

一般公募による応急手当講習会の受講状況（図 6） 

 

⑵ 受講者層の拡大 

市役所各部局の関係団体から講習会の新規申し込みが増加している。今後も広報をさら

に強化し、各団体のニーズに併せた講習会を提供することで、受講者層の拡大につなげて

いく。 

  

⑶ 講習会の質の向上 

あっぱくんライトを 80個導入し、開催方式を一部変更したことで、受講者 1人当たりの

実技時間が大幅に増加したことに加え、受講者数を問わず指導者 1 人で全受講者に一括で

統一した指導を行うことが容易に可能となったため、受講者間の学習内容の差も生じなく

なり、講習会の質が大きく向上した（図 7）。 

 

 従来 あっぱくんライト導入後 

一人当たりの実技時間 少ない 多い 

一人当たりの待機時間 多い なし 

受講者の学習内容の差 
指導者のスキルや実技時間に
左右されるため生じやすい 

なし 

必要指導者数 受講者 7 人程度につき 1 人配置 全体で 1～2 人 

指導者の負担 大きい 小さい 

あっぱくんライト導入前後の応急手当講習会の比較（図 7） 
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⑷ 独自に実施する応急手当講習会の検討 

 今年度、独自の応急手当講習会として市内の小学校５・６年生を対象とした「ジュニ

ア救命講習会」を開催したが、より多くの児童・生徒に対し、「命の大切さ」「応急手当

の必要性」を根付かせることを目的として、本講習を学校内での恒常的な取り組みとし

ていくために、教育委員会へより一層の協力を依頼しているところである。 

また、子育て世代をターゲットに絞った独自の応急手当講習会を開催するにあたり、

山形のご当地ヒーロー「言霊戦士ヤンバイダー」とタイアップし、「シェルターインクル

ーシブプレイスコパル」と「山形市児童遊戯施設べにっこひろば」において、応急手当

講習会の広報活動を行った。 

今後も、市民のニーズに合わせて、より魅力的な講習会実施を検討し、戦略的に講習会の

種類を増やしていく。 

 

 

参考 

当本部で開催している応急手当講習の種類 

講習種別 講習時間 内容 交付 

救命入門コース 45 分・90 分 短い時間で心肺蘇生法と AED の基礎を学ぶコース 参加証 

普通救命 

ステップアップ講習Ⅰ 
2 時間 

救命入門コースの受講者が通常 3 時間で行う普通救命
講習Ⅰを 2 時間で修了できる講習 

修了証 

普通救命講習Ⅰ 3 時間 成人に対する心肺蘇生法と AED の使用法を学ぶ講習 修了証 

普通救命講習Ⅱ 4 時間 

成人に対する心肺蘇生法と AED の使用法を学び、応急
手当の知識と技術について効果測定（筆記試験・実技
試験）を実施する講習 

修了証 

普通救命講習Ⅲ 3 時間 小児・乳児に対する心肺蘇生法と AED の使用法を学ぶ 修了証 

上級救命 

ステップアップ講習 
5 時間 

普通救命講習の受講者が通常 8 時間で行う上級救命講
習を 5 時間で修了できる講習 

修了証 

上級救命講習 8 時間 

成人、小児、乳児に対する心肺蘇生法と AED の使用法
の他、止血法、異物除去法、搬送法等を学び、応急手
当の知識と技術について効果測定（筆記試験・実技試
験）を実施する講習 

修了証 

応急手当普及員講習 24 時間 
主に事業所の従業員、自治会や自主防災組織等の構成
員に対し、普通救命講習の講師を務めることができる 

認定証 

応急手当普及員再講習 3 時間 
応急手当普及員が資格更新のために 3 年毎に受講する
講習 

― 

応急手当指導員講習 16 時間 

応急手当普及員が指導できる普通救命講習に加え、消
防機関の行う上級救命講習や応急手当普及員講習の指
導を行うことができる 

認定証 

応急手当指導員再講習 4 時間 
応急手当指導員が資格更新のために 3 年毎に受講する
講習 

― 
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【情報提供】救急医療情報共有システムの導入について 

 

山形市消防本部 救急救命課 

 

１ 救急医療情報共有システム導入の背景 

  山形市では年々増加する救急要請に伴い、救急要請を受けてから傷病者を病院に収容するまで

に時間を要する「救急搬送困難事案」が増加しており、兼ねてより課題となっていました。これ

は、救急要請した市民に大きな負担となるばかりでなく、救急隊や医療機関にも傷病者対応の連

続化・長時間化という形で影響が出ています。 

そこで、現状の救急業務にＩＣＴ技術を活用しＤＸ化することで、「現場滞在時間の短縮」「傷

病者に適した医療機関への早期搬送」に繋がる救急医療情報共有システム（以下「システム」と

いう。）を導入することとなりました。 

 

２ システムの概要 

  このシステムは、救急隊と医療機関双方にタブレット端末を配備して運用します。 

これまで、救急隊が現場で収集した事故の概要や傷病者の情報は、手書きでメモに残し電話に

より医療機関に伝達されていました。ここにＩＣＴ技術が入ることで、救急現場では、傷病者情

報をデジタルデータとして収集しながら医療機関とデータ共有することが可能になります。 

 

３ システムの運用イメージ図 

 

 

４ システム導入による主な効果 

 ⑴ 救急隊が行う現場活動の精度が上がり、現場滞在時間の短縮が期待できる 

 ⑵ 救急現場の情報が早期に医療機関に伝わるため、傷病者の早期治療開始に繋がる 

 

５ システム運用開始時期 

  令和６年５月中にシステム業者との契約を締結し、システム構築期間を経て、７月中の運用開

始を目指しています。 

 


